
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害が起こったら、自宅が安全であれば、プライバシーが守れるなど負担が少ないので、自宅での生活を

継続しましょう。同行避難とは、避難が必要な場合において、飼い主が飼育しているペットを同行し、一時

(いっとき)集合場所や避難所まで安全に避難することです。 

 

 

 

 

 

 

災害時にペットを同行することは、ペットの安全を守ることのみならず、ペットを飼っている被災者の心

のケアの観点からも重要と言われています。また、被災ペットを放浪状態にしないことが、放浪ペットによ

る人への危害や、公衆衛生、環境保全等の問題発生を防止することにつながります。 

一方、火災の発生や自宅が倒壊する危険等がある場合に、「ペットがいるから避難

できない」「ペットをおいてきたので家に帰らないといけない」という行動は、新た

な被害につながる恐れがあります。 

あらかじめ、ペットを連れた避難のための備えをしておき、避難先や安否確認方法

等とともに、同行避難についても家族等と相談する等心構えをしておきましょう。 

ペットを飼っている方にとって、ペットは大切な家族の一員です。災害時に悲しい想

いをしないためには、日ごろからの備えが大切です。 

大地震などの災害は突然起こります。地震から生命を守るために、住宅の耐震化、家

具の転倒防止対策などを実施しましょう。 

避難所は狭い場所に多くの人が集まり、さまざまなトラブルが起こりやすくなります。

自宅が安全であれば、自宅での生活を継続しましょう。 

ペットの飼い主は、避難所にペット用の備蓄がないため、ペット用も含めた食料の備

蓄などに取り組み、災害後に自宅での生活が継続できるように、日ごろから準備してお

きましょう。 

１．ペットと一緒に避難する「同行避難」 ～基本的な考え方～  

  

◎避難所に同行避難することになった場合、ペットを居住スペースに入れることはできません。

校庭内などの定められた飼育スペースで、飼い主の責任で飼育します。 

◎避難所で受け入れ対象とするペットは、主に犬・猫等の小動物です。特殊なペットを飼育して

いる場合は、普段から災害時の受け入れ先を探しておくようにしてください。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜一時
いっとき

集合場所・避難所＞ 

市内の市立小学校 12 校・市立中学校 6 校・都立高校 2
校、計 20 か所を一時集合場所・避難所に指定していま
す。自宅生活を継続する被災者への支援物資の配布場所
にもなります。 
 
 
 

  

 
 
 
 
◎一時

いっとき

集合場所に危険がある場合は広域避難場所や
他の一時集合場所へ 

 
◎ペットはキャリー等にいれる、リードをしっかり持
つ等、周囲の人に配慮する 

無 

自宅での生活の継続 
◎生活必需品は備蓄で賄う  
※自宅生活を選択した場合も、避難所等で支援物資の
配布は受けられますが、発災当初は手に入りにくい
ことが想定されます。 

（特にペット用は困難なため 1～2 週間分の備蓄を） 
 
◎むさしの‐ＦＭ、防災行政無線等で災害情報を収集 

有 

◎机等の下にもぐるなど、まずは身の安全の確保 
◎動けるようになったら火の始末、ドアを開けて避難経路を確保 
◎ペットは、最初の揺れがおさまってから、慣れたキャリー等に入
れる。または、コントロールできる長さのリードをつけて保護す
る。 

帰宅 

避難継続 

（やむを得ない場合） 

①一小②二小③三小④四小⑤五小⑥大野田小⑦境南小⑧本
宿小⑨千川小⑩井之頭小⑪関前南小⑫桜野小⑬一中⑭二中
⑮三中⑯四中⑰五中⑱六中⑲都立武蔵高⑳都立武蔵野北高 

避難所 
（市立小・中学校及び都立高校の体育館等） 

 
◎同行避難の場合、ペットは、定められた飼育スペー
スで、飼い主の責任で飼育する 

 
 
 

 
 

＜避難者（人）の 
滞在スペース＞ 

 

こんな時はまず自分自身の避難を！ 

（やむを得ず、ペットを置いて避難するこ
ともあり得ます。） 

 

・飼い主が生命の危険にさらされて至急避
難しないといけないとき 

・ぺットが隠れてしまう等、なかなか保護
できないとき 

・一人ではペットを同行して安全に避難す
ることができないとき 

 

⇒発災直後に同行避難することが難しけれ
ば、ペットをすぐ連れ出せる安全な状態に
して、一時家に残すことになるため、（窓の
内側など）外から見える場所に動物種・頭
数・名前等貼り紙をしておくとよい 

屋外 

＜地域の避難所を住民が運営する 

避難所運営組織＞ 

 

市では、各地域の避難所を住民自ら
が開設・運営できるよう、「避難所運
営組織」の活動を支援しています。
（平成 2９年 6 月現在 １３組織） 

 

地域の防災訓練等に参加し、避難所
の運営を体験してください。 

○問  防災課 ６０-１８２１ 

 

  

分かれて避難 

Ii 一時(いっとき)集合場所 

（市立小・中学校及び都立高校の校庭） 



 

 

 

避難所では、避難所内（困難な場合は近接場所）に、居住スペースとは分離してペットの飼育スペースが

設置されます。飼育スペースの運営は、主に飼い主の皆さんが共同で行います。個々のペットの飼育は飼い

主の責任で行い、必要な用具（ケージ・餌など）も飼い主が用意します。 

 

＜飼育スペース運営のモデルケース＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

飼い主不明の動物は、東京都（動物愛護相談センター）が保護することになっています。発災直後には、

市で一時保護した場合でも、都の保護施設に移されることも想定されます。 

ペットの特徴を記入した手帳や写真（携帯電話にデータも保存しておくと便利）があれば飼い主の特定に

役に立ちます。また、ペットがマイクロチップを装着していると、保護された場合に飼い主等の情報を照会

することが可能なため、飼い主のもとに戻りやすくなります。 

 

 

 

避難所の開設 飼育スペースの設置 
飼育スペース運営ルー
ル・役割分担の確認 

 飼育スペースの運営 
（個々のペットの世話・役割
分担による共同作業） 

３．避難所の飼育スペースについて 

避難所の飼育スペース配置の例 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<ペットのスペース＞ 

避難所飼育スペースのルール（例） 

 

○ペットは自宅から持ってきたケージにいれる 

○ペット受入名簿に登録し、避難動物の状況が把握で

きるようにする 

○ペットは決められた場所でケージに入れる。 

○ケージ等には名札をつけ、個々のペットの管理責任

を明確にする 

○定時の給餌、後片づけを徹底し、ペットの体やケー

ジ内を清潔に保つなど、周囲への影響に配慮する 

○排泄は指定した場所でさせ、後始末をする 

○散歩は決められた場所でリードを着けて行い、糞な

どの後始末をする 

○清掃、廃棄物の処理、救援物資の仕分けなどの共同

作業を行う 

 

校 庭 

 

＜避難者の 
滞在スペース＞ 

         ・倉庫を利用したり、屋外（鉄棒など 
          支柱が利用できる所）にカラーコー 

       ン等で区切って設置する 

 
       ・飼育動物ごとにグループ分けす 

          るなどケージの配置を考えたり、 

         清掃・消毒して清潔を保つなど、 
        ペットの健康を守る工夫をする 

        

校 舎 

４．災害時にペットとはぐれてしまったときは？ 

武蔵野市は平成 23 年 11 月に公益社団法人 東京都獣医師会武蔵野三鷹支部と 
災害時における動物救護活動に関する協定を結んでいます。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCYFboNVpGkAWBiU3uV7/SIG=13r708pl8/EXP=1434763141/**http:/i.istockimg.com/file_thumbview_approve/36737628/3/stock-illustration-36737628-first-aid-icon.jpg


 

 

（１）ペットの防災用品 

避難所にはペットに対する備え（フード等）がないため、原則飼い主の責任で用意することが必要です。

また、救援物資はすぐには届きません（特に動物用の物資は手に入りにくいと言われています）。目安と

して、消耗品は使いかけのものでもかまいませんので 1～２週間分は用意しておきましょう。ペットの命

や健康に関わるものを最優先に準備し、持ち出しやすい場所に置いておきましょう。 

 

 

 

 

 

（２） 身元表示 

災害時には、飼い主とペットが離れ離れになることがあります。ペットを探す手がかりとなる情報をペ

ットの体につけておきましょう 

 

 

 

 

（３） しつけ 

緊急時、速やかに避難するためには、日頃から基本的なしつけが必要です。避難所で初めて会う他のペ

ットや大勢の人に興奮しないよう、飼い主がきちんとコントロールできるようにしましょう。 

 

 

 

（４） 各種予防接種と健康管理 

  災害時、ひとたびペットの伝染病が発生すると、アッという間に広がってしまいます。定期的に各種ワ

クチン接種を受けておきましょう。また、ノミやダニ、伝染病の予防など普段からの健康管理もこころ

がけましょう。犬については、登録及び年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 

（５）協力しあえる仲間づくり 

日ごろから近隣の方とのコミュニケーションをとりましょう。 

いざというときのために、親戚、友人などペットの一時預け先を 

確保しておくことも非常に大切です。また、地域の防災訓練等に 

参加することで、避難所開設のイメージを知ることができます。 

（６）不妊・去勢手術 

 動物は発情すると大きな声で鳴いたり、マーキング（尿スプレーなど）をするようになります。不妊・

去勢手術を受けておくことで、トラブルが軽減されます。 

 

 

５．日ごろから準備しておくこと 

・フード（餌）＆水  ・常備薬、療法食  ・首輪＆リード(丈夫な金属製のものがあるとよい) 

・トイレ用品(トイレシート、猫砂、新聞紙等) 

・ケージ、キャリーバッグ（ハードタイプの積み重ねられるものがよい、ビニールシート等風雨がしのげるものがあるとよい）   

・食器  ・健康の記録  ・ペットの写真 ・その他(ガムテープ、おもちゃ等必要なもの) 

 

 

・「待て」「伏せ」などの基本的な指示に従う ・ケージに嫌がらず入る ・リードでコントロールして移動できる 

・トイレは決められた場所でする ・無駄吠えをしない ・他人や他の動物を怖がらない 

・首輪に迷子札（飼い主氏名、住所、電話番号等） ・鑑札、注射済票（犬には必ずつけておきましょう） 

・マイクロチップ※脱落することがないため、身元確認に有効です。東京都獣医師会武蔵野三鷹支部ではマイクロチップ

の装着を推進しています。詳しくはお近くの獣医師会加盟病院へお問合せください。 

 

発行：平成 2９年 8 月 第３版 

 

武蔵野市 環境部環境政策課 ０４２２－６０－１８４２  

     防災安全部防災課 ０４２２－６０－１８２１ 

公益社団法人 東京都獣医師会武蔵野三鷹支部 

イラスト：東京都福祉保健局発行 「ペットの防災リーフレット」、「いぬ・ねこ手帳」 

※このリーフレットは、武蔵野市地域防災計画(平成２７

年修正)の考え方にもとづき、災害時におけるペットにつ

いて、基本的な考え方をまとめたものです。今後、関係機

関との協議等の状況に応じて、適宜改定していきます。 


